
件   名 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

主 管 課 

人事課（行政経営課、職員厚生課、企画統計課、広報広聴課、環境・ゼロ

カーボン推進課、循環型社会推進課、自然保護課、薬務衛生課、子育て

支援課、障がい福祉課、港湾海岸課、砂防課、都市計画課、議会事務局、

高校教育課、警察本部） 

根拠法令等 刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第67号） 

【改正の概要】 
 

 刑法の改正に伴う規定整備のため、関係条例を一括改正するもの。 
 

○改正する条例 

・職員の給与に関する条例 ・教育職員の給与に関する条例 

・愛媛県港湾管理条例 ・愛媛県職員退職手当条例 

・愛媛県恩給条例 ・愛媛県県立自然公園条例 

・愛媛県迷惑行為防止条例 ・愛媛県屋外広告物条例 

・愛媛県青少年保護条例 ・愛媛県公害防止条例 

・愛媛県心身障害者扶養共済制度条例 ・愛媛県自然環境保全条例 

・愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例  

・愛媛県拡声機による暴騒音の規制に関する条例 ・愛媛県情報公開条例 

・愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例 

・愛媛県動物の愛護及び管理に関する条例 ・愛媛県砂防指定地管理条例 

・愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例 ・愛媛県統計調査条例 

・愛媛県暴力団排除条例  

・愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例 ・愛媛県行政不服審査会条例 

・愛媛県消費生活条例及び愛媛県情報公開条例の一部を改正する等の条例 

・愛媛県議会の保有する個人情報の保護に関する条例 

・愛媛県風俗案内業の規制に関する条例  
 
 

施 行 日 令和７年６月１日 

【その他参考事項】 

○刑法改正の理由 

 （現状）再犯防止施策が着実な成果を上げつつある中、安全・安心な社会の実現に向け、

より一層の対策が必要 

 （趣旨）刑の執行や執行猶予の制度を改正することで、受刑者等の立ち直りを支援 

○刑法改正の概要 

 ① 懲役・禁錮の廃止、拘禁刑の創設 

   対象者一律に作業を行わせる懲役や単に刑事施設に拘置する禁錮を廃止し、受刑者

に必要な作業や指導を行うことができる拘禁刑を創設することで、作業と指導の組み

合わせにより、個々の受刑者の特性に応じた柔軟な処遇を実施 

 ② 刑の執行猶予制度の拡充                       など 

 
 


